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自転車の安全利用の促進

運転免許がなくても、自転車は車両

新座警察署

新座警察署
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本多交番
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武蔵野

生活経済事犯から

自分や家族を守ろう！
突然の訪問を受けたときは、

・安易に自宅に入れない！

・その場で点検させない！

・契約をしない！

ように注意してください。

(３/1から３/31)

・空き巣 ６件 ・その他窃盗 ８件

・自転車盗 １件 ・自動車盗 １件

・自販機ねらい ４件

・物損交通事故 27件

本多交番事件簿

本件数は、本多交番における事案取扱

い件数であり、刑法犯認知件数とは異な

ります。

埼玉県警察マスコット
「ポッポくん」

引き続き、

基本的な交通ルールの遵守と

ヘルメット着用をお願いします。

交通安全ｅラーニング
埼玉県警ＨＰ

自転車への青切符の
導入

埼玉県警ＨＰ

【自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入】
対象：16歳以上の自転車運転者
※運転免許証の有無関係なし

・ 自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。

・ これまで「赤切符」で検挙されていた一部の違反が「青切符」で

検挙されることになります。

・その場で反則金の納付書を交付されますが、その場で警察官に

支払うことはありません！

突然の訪問を受けたときは、

ように注意してください。


